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利用される方に合わせて、各種ペー
ジをピックアップしていきます。

利用が多いコンテンツへのショー
トカットを配置しています。
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利用される方が「知りたいこと」
を内容から探す入口です。
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支払基金ホームページをご活用ください

「お知らせ」と「プレスリリース」を切
り替えて表示させることができます。



三
み

十
そ

槌
つち

の氷柱（埼玉県）

「秩父三大氷柱」の一つに数えら
れ、天然の石清水が凍結して作り上
げることで知られる三十槌の氷柱。
寒さの厳しい時期にのみ鑑賞できる
自然のオブジェで、高さ、幅ともに
壮大なスケールを誇ります。その幻
想的な光景は、夕方から実施される
ライトアップによって佳境に達し、
訪れた人を別世界に誘います。
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支
払
基
金
に
お
け
る

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
関
係
業
務
に
関
す
る
取
組

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

導
入
の
原
則
義
務
化
に

つ
い
て

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
は
、

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

２
０
２
２
」（
令
和
４
年
６
月
７
日
閣

議
決
定
。
い
わ
ゆ
る
骨
太
の
方
針
２
０

２
２
。）
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
・

保
険
薬
局
に
令
和
５
年
４
月
か
ら
導
入

を
原
則
と
し
て
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、

導
入
が
進
み
、
患
者
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
が
進
む
よ

う
、
関
連
す
る
支
援
等
の
措
置
を
見
直

す
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
方
針
を
踏
ま
え
、
令
和
４
年
８

月
10
日
の
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会

（
中
医
協
）
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
導
入
の
原
則
義
務
化
に
つ
い
て

諮
問
・
答
申
さ
れ
、
令
和
４
年
９
月
５

日
厚
生
労
働
省
令
第
１
２
４
号
に
よ
り

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当

規
則
（
療
養
担
当
規
則
）
等
の
改
正
が

行
わ
れ
、
令
和
５
年
４
月
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
が
原
則
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

療
養
担
当
規
則
等
改
正
の

ポ
イ
ン
ト

①
保
険
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
は
、
患

者
の
受
給
資
格
を
確
認
す
る
際
、
患

者
が
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
し
た
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
よ
る
確
認
を

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
原
則
義
務
化
に
つ
い
て

　

支
払
基
金
は
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
の
イ
ン
フ
ラ
を
活
か
し
、
保
健
医
療
情
報
等
を
活
用
し
て
個
々

人
の
健
康
づ
く
り
や
最
適
な
医
療
の
提
供
に
貢
献
す
る
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
改
革
」
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
く
た
め
、
保
険
者
や
医
療
機
関
・
薬
局
の
皆

さ
ま
の
ご
協
力
の
下
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
基
盤
と
な
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
の
開
発
や
薬
剤
、
診
療
行
為
等
の
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
及
び
健
診
デ
ー
タ
の

提
供
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
６
月
に
は
、「
骨
太
方
針
２
０
２
２
」
に
お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
を
原
則
義
務
付
け
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
た
め
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
が一
気
に
加
速
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
基
盤
を
活
用
し
、
現
在
の
薬
剤
、
診
療
行
為
等
及
び
健
診
情
報
に
加
え
、
今
後
も
閲
覧
で
き
る
情
報
を
拡
充
し
て
い
く
予
定
で
す
。
さ
ら
に
、

同
基
盤
を
活
用
し
た
「
電
子
処
方
箋
」
の
運
用
を
令
和
５
年
１
月
よ
り
開
始
し
ま
し
た
。

特集
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関
・
保
険
薬
局
に
つ
い
て
は
、
期
限
付

き
の
経
過
措
置
等
を
設
け
る
こ
と
と
さ

れ
、
令
和
４
年
12
月
23
日
に
中
医
協
に

お
い
て
経
過
措
置
の
内
容
が
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

※
令
和
４
年
８
月
10
日
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会

答
申
書
別
添
（
抜
粋
）

１　

関
係
者
そ
れ
ぞ
れ
が
令
和
５
年
４
月
か
ら
の

関
・
保
険
薬
局
で
あ
っ
て
、
令
和
4
年

度
末
時
点
で
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
場
合
は
、
支
払
基
金
を
経
由
し
て
地

方
厚
生
（
支
）
局
に
届
出
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
期
限

ま
で
、
導
入
の
義
務
が
猶
予
さ
れ
る
経

過
措
置
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
経
過
措
置
等
の
詳
細
は
、「
医

求
め
た
場
合
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
に
よ
っ
て
受
給
資
格
の
確
認
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
現
在
、
紙
レ
セ
プ
ト
で
の
請
求
が
認

め
ら
れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
・
保

険
薬
局
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
導
入
の
原
則
義
務
付
け
の

例
外
と
す
る
。

③
保
険
医
療
機
関
・
保
険
薬
局
（
②
の

保
険
医
療
機
関
・
薬
局
を
除
く
。）

は
、
患
者
が
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用

し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
よ
る

確
認
を
求
め
た
場
合
に
対
応
で
き
る

よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
体
制
を

整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

導
入
の
原
則
義
務
化
に

係
る
経
過
措
置
に
つ
い
て

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
つ
い
て
は
、

令
和
５
年
４
月
か
ら
保
険
医
療
機
関
・

保
険
薬
局
へ
の
導
入
が
原
則
と
し
て
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
が
、「
答
申
書
附
帯
意

見
」（
令
和
４
年
８
月
10
日
中
央
社
会

保
険
医
療
協
議
会
答
申
書
別
添
※
）
を

踏
ま
え
、
令
和
４
年
度
末
時
点
で
、
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
保
険
医
療
機

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
の
原
則
義
務
化

に
向
け
て
取
組
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
上

で
、
令
和
４
年
末
頃
の
導
入
の
状
況
に
つ
い
て

点
検
を
行
い
、
地
域
医
療
に
支
障
を
生
じ
る
等
、

や
む
を
得
な
い
場
合
の
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
、

そ
の
期
限
も
含
め
、
検
討
を
行
う
こ
と
。

経
過
措
置
の
内
容
及
び
届
出
方
法

　

次
の
表
の
左
欄
に
係
る
保
険
医
療
機

やむを得ない事情 期限

⑴令和５年２月末までにシステム事
業者と契約締結したが、導入に必
要なシステム整備が未完了の保険
医療機関・薬局（システム整備中）

システム整備が完了する日まで（遅くとも
令和５年９月末まで）
※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、

令和５年９月末事業完了まで継続

⑵オンライン資格確認に接続可能な
光回線のネットワーク環境が整備
されていない保険医療機関・薬局
（ネットワーク環境事情）

オンライン資格確認に接続可能な光回線の
ネットワーク環境が整備されてから６ヶ月
後まで
※医療情報化支援基金による補助の拡充措置は、

令和６年３月末事業完了まで継続

⑶訪問診療のみを提供する保険医療
機関

訪問診療のオンライン資格確認（居宅同意
取得型）の運用開始（令和６年４月目途）
まで
※訪問診療等におけるオン資の導入に係る財政支

援は、令和６年３月末補助交付まで継続

⑷改築工事中、臨時施設の保険医療
機関・薬局

改築工事が完了するまで
臨時施設が終了するまで
※令和５年２月末までに契約し、令和５年９月末

までに事業完了の場合には、医療情報化支援基

金による補助の拡充措置の対象

⑸廃止・休止に関する計画を定めて
いる保険医療機関・薬局

廃止・休止するまで（遅くとも令和６年秋
まで）
※令和５年２月末までに契約し、令和５年９月末

までに事業完了の場合には、医療情報化支援基

金による補助の拡充措置の対象

⑹その他特に困難な事情がある保険
医療機関・薬局
※例外措置又は⑴～⑸の類型と同視で

きるか個別判断

特に困難な事情が解消されるまで
※令和５年２月末までに契約し、令和５年９月末

までに事業完了の場合には、医療情報化支援基

金による補助の拡充措置の対象
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険
資
格
を
確
認
す
る
た
め
に
健
康
保
険

証
を
利
用
し
て
い
る
が
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
に
対
応
し
て
い
な
い
機
関
・
業
態
」

に
つ
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が

可
能
と
な
る
よ
う
に
用
途
を
拡
大
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
支
払
基
金
に
お
い
て
は
、

厚
生
労
働
省
と
連
携
し
な
が
ら
、
訪
問

診
療
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
等
の
居
宅
に

お
い
て
も
、
患
者
の
保
険
資
格
情
報
等

を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
の
構
築
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

　

訪
問
診
療
等
に
お
け
る
資
格
確
認
は
、

医
療
関
係
者
が
用
意
し
た
モ
バ
イ
ル
端

末
等
か
ら
、
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

等
に
お
け
る
資
格
確
認
は
患
者
本
人
の

モ
バ
イ
ル
端
末
等
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

W
E
B
サ
ー
ビ
ス
を
介
し
て
資
格
確
認

や
薬
剤
情
報
の
提
供
に
関
す
る
患
者
の

同
意
情
報
を
取
得
し
、
医
療
機
関
等
の

資
格
確
認
端
末
か
ら
情
報
を
閲
覧
で
き

る
よ
う
、
W
E
B
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
及

び
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム

の
改
修
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
健
診
実
施
機
関
等
及
び
柔

整
・
あ
は
き
の
施
術
所
に
お
い
て
は
、

資
格
確
認
の
み
を
行
う
簡
易
な
仕
組
み

と
し
て
、
健
診
実
施
機
関
・
施
術
所
等

の
P
C
・
モ
バ
イ
ル
端
末
等
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
I
C
チ
ッ
プ
を
読
み

取
る
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
及
び
ス
マ
ホ
ア
プ

リ
と
連
携
す
る
W
E
B
サ
ー
ビ
ス
の
開

発
、
ま
た
、
W
E
B
サ
ー
ビ
ス
と
連
携

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ

ム
の
改
修
に
着
手
し
ま
す
。
加
え
て
、

健
康
保
険
証
を
利
用
し
て
い
る
保
険
医

療
機
関
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
職
域

診
療
所
に
お
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
た
め
、

医
療
機
関
等
コ
ー
ド
の
代
替
と
な
る

コ
ー
ド
を
付
番
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。（
図
１
）

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

対
象
拡
大

　

現
在
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は
す

べ
て
の
医
療
保
険
者
等
を
対
象
と
し
て

運
用
し
て
い
ま
す
が
、
２
０
２
３
年
度

中
に
は
、
医
療
扶
助
（
生
活
保
護
）
に

つ
い
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
可

能
と
な
る
よ
う
、
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し

て
い
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、

医
療
扶
助
（
生
活
保
護
）
の
受
給
資
格

療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

経
過
措
置
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
原

則
と
し
て
支
払
基
金
に
設
置
さ
れ
た

「
医
療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」

か
ら
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
経
過
措

置
の
対
象
と
な
る
保
険
医
療
機
関
・
保

険
薬
局
は
、
遅
く
と
も
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
に
あ
ら
か
じ
め
ア
カ
ウ
ン
ト

登
録
を
行
っ
た
上
で
「
医
療
機
関
等
向

け
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
か
ら
事
前
届
出

を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
医
療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
」
で
の
届
出
が
困
難
な
場
合

に
は
、
猶
予
届
書
を
医
療
機
関
等
向
け

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
又
は
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
支
払
基
金
に

郵
送
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

用
途
拡
大

　

令
和
４
年
10
月
に
政
府
に
お
い
て
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
保
険
証
の

一
体
化
を
加
速
し
、
２
０
２
４
年
秋
に

健
康
保
険
証
廃
止
を
目
指
す
と
の
方
針

が
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、「
現
在
、
保

を
確
認
す
る
こ
と
で
、
保
険
医
療
機

関
・
薬
局
の
シ
ス
テ
ム
に
医
療
券
・
調

剤
券
情
報
を
自
動
で
取
り
込
む
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
被
保
護
者
の
同
意
に
基
づ
き

薬
剤
情
報
及
び
健
診
情
報
が
閲
覧
可
能

と
な
る
た
め
、
よ
り
質
の
良
い
医
療
の

提
供
が
可
能
と
な
り
ま
す
。（
図
２
）
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アプリケーショ
ンソフト等

アプリケーショ
ンソフト等

図１●施策のスキーム図

現
状
の
医
療
券
／
調

剤
券
発
行
及
び
資
格

確
認
の
流
れ

図２●医療扶助オンライン資格確認導入前後の業務の流れ

（厚生労働省　医療扶助のオンライン資格確認の実現方式（概要））

（厚生労働省　令和4年11月11日　第157回社会保障審議会医療保険部会　参考資料（一部改編））
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図３●電子処方箋の仕組み

　

令
和
５
年
１
月
26
日
で
は
、
全
国

１
５
４
施
設
（
病
院
６
、
医
科
診
療
所

10
、
薬
局
１
３
８
）
が
既
に
電
子
処
方

箋
を
導
入
し
、
実
際
に
運
用
を
開
始
し

て
い
ま
す
。

　

支
払
基
金
と
し
て
は
、
処
方
箋
を
管

理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
「
電
子
処
方

箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
」
の
運
営
管
理
を
担

う
と
と
も
に
、
各
施
設
か
ら
の
利
用
申

請
等
の
処
理
、
問
合
せ
対
応
や
医
療
機

関
等
・
シ
ス
テ
ム
事
業
者
向
け
の
各
種

周
知
、
デ
ー
タ
集
計
・
分
析
ま
で
幅
広

く
行
い
ま
す
。

電
子
処
方
箋
と
は
？

　

電
子
処
方
箋
と
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
基
盤
と
し
、
こ

れ
ま
で
紙
で
行
っ
て
い
た
処
方
箋
の
や

り
取
り
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
電
子
的
に
行

う
仕
組
み
で
す
。

　

医
師
・
歯
科
医
師
が
、
処
方
箋
を
支

令
和
5
年
1
月
26
日
よ
り
、

電
子
処
方
箋
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
！

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

基
盤
を
活
用
し
た

「
電
子
処
方
箋
」の

運
用
が
始
ま
り
ま
し
た

　

令
和
５
年
１
月
26
日
よ
り
、
電
子
処

方
箋
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

　

電
子
処
方
箋
を
導
入
し
た
施
設
で
は
、

処
方
箋
を
電
子
的
に
発
行
・
受
付
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
を
前

提
と
し
、
さ
ら
に
、
電
子
処
方
箋
に
対

応
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
改
修
や
業
務

準
備
、
医
療
機
関
等
向
け
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
に
お
け
る
各
種
申
請
等
が
完
了
し

た
施
設
か
ら
、
順
次
、
電
子
処
方
箋
を

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
す
る
リ
ス
ト
や
お
薬
手
帳
ア
プ

リ
等
を
も
と
に
、
患
者
が
電
子
処
方
箋

対
応
施
設
を
検
索
・
把
握
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
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払
基
金
・
国
保
中
央
会
が
運
営
す
る

「
電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
」
と
い

う
シ
ス
テ
ム
に
送
信
し
、
薬
剤
師
が
そ

の
処
方
箋
を
薬
局
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り

込
ん
だ
上
で
、
処
方
箋
を
確
認
し
て
薬

を
調
剤
し
ま
す
。
調
剤
後
は
、
薬
剤
師

が
調
剤
結
果
を
「
電
子
処
方
箋
管
理

サ
ー
ビ
ス
」
に
送
信
す
る
流
れ
に
な
り

ま
す
。

　

こ
の
仕
組
み
を
通
し
て
、
電
子
処
方

箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
医
療
機
関
で

の
処
方
内
容
、
薬
局
で
の
調
剤
結
果
の

デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
て
い
き
、
医
療
機

関
・
薬
局
が
そ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
で

今
後
の
診
察
や
処
方
・
調
剤
に
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
図
３
）

電
子
処
方
箋
の

メ
リ
ッ
ト

〈
医
療
機
関
編
〉

　

電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
は
、

医
療
機
関
・
薬
局
が
処
方
・
調
剤
し
た

情
報
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
当

該
情
報
を
診
察
や
処
方
に
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

図４●参照できるお薬の情報

過去３年間直近 過去１か月程度

患者の記憶など従来

電子処方箋導入済み

オンライン資格確認
導入済み

患者の記憶など
＋過去１か月～３年分のお薬のデータ

患者の記憶など
＋過去３年分のお薬のデータ

患者の記憶などに頼らず、過去のデータを参照してお薬をより正確に把握可能に

①
処
方
・
調
剤
情
報
の

　
閲
覧
が
可
能
に
！

　

医
師
・
歯
科
医
師
は
、
患
者
か
ら
の

同
意
の
下
、
複
数
の
医
療
機
関
・
薬
局

を
跨
い
で
、
過
去
３
年
間
分
の
患
者
の

薬
剤
情
報
を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
閲
覧
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
新

た
な
端
末
を
導
入
す
る
必
要
は
な
く
、

普
段
使
用
し
て
い
る
電
子
カ
ル
テ
シ
ス

テ
ム
等
で
対
応
い
た
だ
け
ま
す
。

　

従
来
、
患
者
が
過
去
に
も
ら
っ
た
薬

を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
患
者
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
お
薬
手
帳
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
基
盤
を
活
用
し

た
薬
剤
情
報
の
閲
覧
機
能
を
頼
り
に
し

て
い
ま
し
た
が
、
患
者
が
お
薬
手
帳
の

持
参
を
忘
れ
た
場
合
等
、
正
確
に
把
握

す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
シ
ス
テ
ム
上
で
閲
覧

で
き
る
た
め
、
医
師
・
歯
科
医
師
が
、

よ
り
効
率
的
、
か
つ
、
正
確
に
過
去
の

薬
剤
情
報
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
み
を
導
入

す
る
場
合
で
も
、
複
数
の
医
療
機
関
・

薬
局
を
跨
い
で
患
者
の
過
去
の
薬
剤
情

報
を
閲
覧
で
き
ま
す
が
、
毎
月
の
レ
セ

プ
ト
か
ら
抽
出
し
た
薬
剤
情
報
で
あ
る

た
め
、
レ
セ
プ
ト
請
求
ま
で
の

期
間
分
は
情
報
を
閲
覧
で
き
ま

せ
ん
。

　

一
方
、
電
子
処
方
箋
を
導
入

す
る
こ
と
で
、
電
子
処
方
箋
管

理
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
さ
れ
た
処

方
箋
や
、
そ
れ
に
対
す
る
調
剤

結
果
か
ら
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
抽

出
し
た
情
報
が
閲
覧
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
直
近
の
薬
剤
情
報

を
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。（
図
４
）

②
重
複
投
薬
等
チ
ェ
ッ
ク
が

　
可
能
に
！　

　

医
師
が
処
方
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
電
子
処
方
箋
管
理

サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
患
者
の

過
去
の
処
方
・
調
剤
情
報
を
対

象
に
、
重
複
投
薬
や
併
用
禁
忌

の
有
無
が
自
動
的
に
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
、
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
結
果
を

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
等
で
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

（
た
だ
し
、
患
者
か
ら
の
同
意
の

有
無
に
よ
っ
て
閲
覧
で
き
る
情

報
の
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。）

　

従
来
、
自
施
設
で
処
方
し
た

薬
と
の
重
複
投
薬
等
は
、
電
子
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カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
等
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、

他
の
医
療
機
関
・
薬
局
で
も
ら
っ
た
薬

に
関
し
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
患
者

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
を
基
に

把
握
し
た
上
で
、
処
方
す
る
薬
を
判
断

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
電

子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
か
ら
こ
れ
ら

の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
た
結
果
が
送
信
さ

れ
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
、
か
つ
、
効

率
的
に
重
複
投
薬
等
の
有
無
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
医
師
・
薬
剤
師
間
の

　
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

　
実
現
し
ま
す
！

　

医
師
か
ら
薬
剤
師
に
向
け
た
伝
達
事

項
が
あ
る
場
合
は
、
処
方
箋
と
併
せ
て

電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ

ス
で
の
重
複
投
薬
等
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
、

処
方
し
よ
う
と
す
る
薬
が
過
去
の
薬
と

「
重
複
投
薬
あ
り
」
と
判
断
さ
れ
た
も

の
の
、
患
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
等
を
踏
ま
え
て
医
師
が
処
方
す
る
と

判
断
し
た
場
合
、
処
方
し
た
理
由
を
併

せ
て
登
録
で
き
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、

処
方
箋
の
受
付
を
行
っ
た
薬
剤
師
も
当

該
理
由
を
確
認
で
き
、
処
方
医
に
疑
義

照
会
す
る
件
数
を
削
減
で
き
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
薬
局
で
の
調
剤
が
終
わ
っ
た

後
は
、
薬
剤
師
が
調
剤
結
果
を
電
子
処

方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
す
る
流
れ

と
な
り
ま
す
が
、
処
方
元
の
医
療
機
関

で
あ
れ
ば
、
患
者
の
同
意
の
有
無
に
関

わ
ら
ず
、
任
意
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
調
剤

結
果
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
該
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
後
発

医
薬
品
へ
の
変
更
等
が
行
わ
れ
た
旨
な

ど
を
自
動
で
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
等

に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

（
図
５
）

電
子
処
方
箋
の

メ
リ
ッ
ト

〈
薬
局
編
〉

　

薬
局
で
は
、
医
療
機
関
同
様
、
電
子

処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
蓄
積
さ
れ
た

処
方
・
調
剤
情
報
の
閲
覧
（〈
医
療
機
関

編
〉
の
①
）
や
重
複
投
薬
等
チ
ェ
ッ
ク

結
果
（〈
医
療
機
関
編
〉
の
②
）
を
調
剤

や
服
薬
指
導
に
活
用
で
き
ま
す
。
ま
た
、

処
方
箋
が
電
子
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
従

来
の
処
方
箋
の
取
込
や
保
管
作
業
の
負

荷
軽
減
な
ど
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

①
処
方
箋
の
取
込
・
保
管
作

　
業
の
負
荷
軽
減
に
！ 

　

薬
局
で
は
、
電
子
処
方
箋
、
紙

の
処
方
箋
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
療

機
関
で
発
行
さ
れ
た
処
方
箋
の
内

容
を
電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス

か
ら
薬
局
の
シ
ス
テ
ム
（
レ
セ
プ

ト
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
。
以
下
「
薬

局
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
）
に
取
り

込
む
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
従
来

行
っ
て
い
た
処
方
箋
の
薬
局
シ
ス

テ
ム
へ
の
取
込
作
業
に
か
か
る
作

業
負
荷
が
軽
減
さ
れ
る
と
と
も
に
、

入
力
ミ
ス
等
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
電
子
処
方
箋
を
受
け
付

け
た
場
合
は
、
紙
の
処
方
箋
を
物

理
的
に
保
管
す
る
必
要
が
な
く
な

り
、
保
管
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や

フ
ァ
イ
リ
ン
グ
作
業
が
不
要
と
な

る
こ
と
も
メ
リ
ッ
ト
の
一
つ
で
す
。

②
医
療
機
関
へ
の

　
問
合
せ
件
数
の
削
減
に
！

　

医
師
が
電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー

ビ
ス
に
処
方
箋
を
登
録
す
る
際
、

医
師
に
よ
る
処
方
理
由
の
登
録

（〈
医
療
機
関
編
〉
の
③
）
の
ほ
か
、

図５●医師・薬剤師間のコミュニケーション

システム化により医師と薬剤師のコミュニケーションを
円滑に行えるようになります。

薬剤師
　医師・
歯科医師

薬局 病院・診療所

薬剤師とのコミュニケーションが
円滑になった。
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入力項目チェック、重複投薬等チェックを活用することで、問合せ件数の削減が期待できます

電子処方箋管理サービス側で入力項目に不備がないかを確認し、重複投薬等のチェックも 
実施し、また、重複ありで処方する場合はその意図も登録できることにより、問合せ件数が 
削減される。

図６●処方箋の形式的な不備チェック

電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て

項
目
に
不
備
が
な
い
か
を
チ
ェ
ッ
ク
で

き
る
仕
様
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
形
式

的
な
不
備
に
よ
る
薬
剤
師
か
ら
処
方
医

へ
の
問
合
せ
件
数
の
削
減
も
期
待
で
き

ま
す
。（
図
６
）

電
子
処
方
箋
の

メ
リ
ッ
ト

〈
患
者
編
〉

　

電
子
処
方
箋
は
、
医
療
機
関
・
薬
局

間
の
処
方
箋
の
や
り
取
り
が
効
率
化
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
患
者
に
と
っ
て
も

メ
リ
ッ
ト
を
享
受
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

①
薬
剤
の
数
や
費
用
の

　
削
減
が
可
能
に
！

　

電
子
処
方
箋
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
て
、

患
者
の
過
去
の
薬
剤
情
報
や
重
複
投
薬

等
チ
ェ
ッ
ク
結
果
に
基
づ
く
医
師
・
薬

剤
師
の
診
察
や
処
方
・
調
剤
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
重
複
投
薬
や
併

用
禁
忌
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

す
。
結
果
と
し
て
、
患
者
が
窓
口
で
支

払
う
費
用
を
抑
制
で
き
た
り
、
残
薬
を

削
減
（
残
薬
抑
制
）
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

②
自
身
の
お
薬
の
情
報
が

　
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で

　
閲
覧
可
能
に
！

　

電
子
処
方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
に
蓄
積

さ
れ
る
薬
の
情
報
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
等
を
通
し
て
患
者
自
身
が
閲
覧
で
き

る
た
め
、
自
身
の
薬
の
把
握
や
健
康
増

進
へ
の
第
一
歩
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

③
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が

　
更
に
受
け
や
す
く
！

　

昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

の
状
況
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
と
し
て

も
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
推
奨
す
る
動

き
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

従
来
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
で
は
、
診

察
後
に
医
療
機
関
か
ら
患
者
に
紙
の
処

方
箋
を
渡
す
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
が
、

電
子
処
方
箋
の
場
合
、
処
方
箋
ご
と
に

発
行
さ
れ
る
引
換
番
号
が
ア
プ
リ
等
経

由
で
患
者
に
伝
達
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
患
者
が
薬
局
で
の
調
剤
・
服
薬

指
導
ま
で
の
一
連
の
流
れ
を
全
て
オ
ン

ラ
イ
ン
で
対
応
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

場
合
は
、
患
者
が
ア
プ
リ
等
経
由
で
引

換
番
号
を
伝
達
す
る
こ
と
で
、
薬
局
が

処
方
箋
の
原
本
を
電
子
処
方
箋
管
理
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サ
ー
ビ
ス
か
ら
受
け
取
れ
る
よ
う
に
な

り
、
医
療
機
関
・
患
者
の
利
便
性
向
上

に
繋
が
り
ま
す
。

モ
デ
ル
事
業
に
つ
い
て

　

令
和
５
年
１
月
26
日
の
電
子
処
方
箋

の
開
始
に
先
駆
け
て
、
令
和
４
年
10
月

末
よ
り
、「
モ
デ
ル
事
業
」
と
し
て
全

国
４
地
域
で
電
子
処
方
箋
の
運
用
を
開

始
し
ま
し
た
。

　

病
院
や
診
療
所
、
薬
局
問
わ
ず
、
実

際
の
患
者
を
対
象
に
、
重
複
投
薬
等

チ
ェ
ッ
ク
や
処
方
・
調
剤
情
報
の
閲
覧

を
行
い
、
処
方
・
調
剤
内
容
の
デ
ー
タ

の
登
録
も
行
い
ま
し
た
。

　

モ
デ
ル
事
業
の
中
で
、
医
療
機
関
・

薬
局
の
設
定
不
備
等
に
起
因
し
て
発
生

し
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
課
題
と
対
応

策
を
取
り
ま
と
め
た
上
で
、
医
療
機
関

等
向
け
の
説
明
会
で
ア
ナ
ウ
ン
ス
し
、

各
種
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
更
新
等
の
対
応

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
各
施
設
で
運
用
を
開
始
す
る

に
当
た
っ
て
、
準
備
作
業
が
問
題
な
く

完
了
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
の

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
用
意
し
て
お
り
、

特
に
躓
き
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

は
、
チ
ェ
ッ
ク
項
目
に
含
め
て
周
知
を

図
っ
て
い
ま
す
。

　

参
加
施
設
か
ら
は
、「
電
子
処
方
箋

を
導
入
し
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う
声
を

多
く
頂
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
電
子
処
方
箋
の
導
入
作
業
に

つ
い
て
も
、
当
初
は
「
大
変
そ
う
」「
難

し
そ
う
」
と
い
う
不
安
の
声
を
医
療
機

関
・
薬
局
の
皆
さ
ま
か
ら
頂
い
て
い
ま

し
た
が
、
意
外
と
簡
単
に
、
か
つ
、
短

時
間
で
完
了
し
た
と
い
う
声
を
頂
い
て

い
ま
す
。

　

患
者
か
ら
も
、
医
療
機
関
・
薬
局
に
、

お
薬
手
帳
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
薬
ま

で
把
握
し
て
も
ら
え
る
仕
組
み
は
安
心

で
あ
る
と
い
う
声
を
頂
い
て
い
ま
す
。

60
代
患
者
か
ら
、「
電
子
処
方
箋
に

な
っ
て
も
特
に
問
題
な
く
お
薬
を
も
ら

う
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
っ
た
コ
メ
ン

ト
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
だ
準
備
を
開
始
し
て
い
な
い
医
療

機
関
・
薬
局
の
皆
さ
ま
は
、
ぜ
ひ
導
入

を
ご
検
討
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

参
加
施
設
か
ら
頂
い
た
コ
メ
ン
ト
を

一
部
紹
介
し
ま
す
。

導
入
効
果
等
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト

◆
は
じ
め
は
新
し
い
も
の
を
新
た
に
作

り
上
げ
る
の
は
大
変
な
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
し
た
。
実
際
取
り
組
ん
で
み

る
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
間
違
い
で
あ

る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
大
枠
は

紙
処
方
箋
が
電
子
に
な
る
だ
け
で
、

仕
事
内
容
に
ほ
と
ん
ど
変
更
が
あ
り

ま
せ
ん
。
重
複
チ
ェ
ッ
ク
、
ハ
ン
コ

押
印
の
手
間
が
な
く
な
り
、
さ
ら
に

は
迅
速
な
入
力
が
可
能
と
な
る
な
ど

有
意
義
な
面
が
多
い
で
す
。（
薬
剤

師
）

◆
医
師
は
特
に
電
子
処
方
箋
を
意
識
す

る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
処

理
を
進
め
て
い
け
ば
電
子
処
方
箋
が

発
行
さ
れ
ま
す
。（
医
師
）

◆
使
用
す
る
パ
ソ
コ
ン
が
電
子
処
方
箋

に
対
応
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
の
操
作
方
法
や
画
面
と
ほ
と
ん
ど

変
わ
り
ま
せ
ん
。（
医
師
）

導
入
作
業
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト

◆
導
入
は
リ
モ
ー
ト
作
業
が
メ
イ
ン
で
、

施
設
内
で
の
現
地
作
業
は
、
使
い
方

の
説
明
を
含
め
て
1
、
2
時
間
程
度

で
済
み
ま
し
た
。（
薬
剤
師
）

◆
シ
ス
テ
ム
の
準
備
は
、
基
本
的
に
シ

ス
テ
ム
担
当
者
が
対
応
し
て
く
れ
ま

し
た
。
現
場
と
し
て
は
運
用
方
法
を

理
解
す
る
時
間
が
あ
れ
ば
十
分
で
し

た
。（
医
師
）

◆
シ
ス
テ
ム
事
業
者
の
迅
速
な
対
応
も

あ
り
、
導
入
も
全
て
任
せ
て
お
け
ま

す
の
で
、
こ
ち
ら
は
手
順
書
の
変
更

だ
け
で
対
応
で
き
ま
し
た
。（
薬
剤

師
）
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電子処方箋導入後の業務イメージ

①患者は、顔認証付きカー
ドリーダーで受付し、本人
確認を行います。
　続いて、過去のお薬情報
の提供に「同意する」「同
意しない」を選択します。

③医師が処方・調剤情報
の閲覧等を行いながら診察
を行い（※）、患者が希望す
る処方箋発行形態に基づき、
処方箋を発行します。
※患者から同意がある場合のみ。

電子処方箋を選択した場合は、
電子処方箋に対応する薬局に向かう 

※紙の処方箋を選択した場合は、電子処方箋非対応薬局へ向かうことも可

医療機関での処方箋発行
（マイナンバーカードでの受付の場合）

②患者は、処方箋の発行
形態として電子処方箋/
紙の処方箋のどちらかを
選択します。
※選択するタイミングや方法は
医療機関によって異なります。

④電子処方箋を選択した場
合、処方箋に一意に紐づく
引換番号が記載された処方
内容（控え）を受け取りま
す。
※紙の処方箋を選択した場合は、
これまでどおりの処方箋を受
け取ります。

1患者は、顔認証付きカー
ドリーダーで受付し、本人
確認を行います。
　続いて、過去のお薬情報
の提供に「同意する」「同
意しない」を選択します。

3その後、薬局のシステム
に対象の処方箋と重複投薬
等チェック結果が取り込ま
れ、薬剤師が調剤・服薬指
導を行い、患者にお薬を渡
します。

薬局での調剤・服薬指導
（マイナンバーカードでの受付の場合）

2患者は、顔認証付きカー
ドリーダーの画面上で、調
剤対象の処方箋を選択しま
す。
※紙の処方箋の場合、紙の処方
箋であることを画面上選択の
上、受付に提出。

※健康保険証による受付の場合、
引換番号を受付に提出。
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を持

有
し
て
い
る
マ
ス
タ
や
電
子
点
数
表
な

ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
効
に
活
用
す
る

こ
と
が
効
率
的
な
開
発
に
結
び
つ
く
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
４
年
12

月
22
日
の
「
第
２
回
医
療
D
X
令
和
ビ

ジ
ョ
ン
２
０
３
０
厚
生
労
働
省
推
進

チ
ー
ム
」
会
合
に
お
い
て
、
チ
ー
ム
長

で
あ
る
加
藤
厚
生
労
働
大
臣
が
、
こ
の

共
通
算
定
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
開
発
を
、
支

払
基
金
に
要
請
し
ま
し
た
。
支
払
基
金

の
神
田
理
事
長
は
、
加
藤
大
臣
の
要
請

を
受
け
、
厚
生
労
働
省
と
緊
密
に
連
携

し
て
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を

表
明
し
ま
し
た
。（
図
７
）

　

デ
ジ
タ
ル
時
代
に
対
応
し
た
診
療
報

酬
や
そ
の
改
定
に
関
す
る
作
業
を
大
幅

に
効
率
化
し
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア

（
S
E
）
の
有
効
活
用
や
費
用
の
低
廉

化
を
目
指
し
、
い
わ
ゆ
る
骨
太
の
方
針

２
０
２
２
等
に
お
い
て
、「
診
療
報
酬

改
定
D
X
」
の
取
組
を
進
め
る
と
さ
れ
、

具
体
的
に
は
、
共
通
算
定
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
開
発
及
び
診
療
報
酬
改
定
の
施
行
時

期
の
後
ろ
倒
し
を
検
討
す
る
こ
と
が
示

さ
れ
ま
し
た
。　

　

診
療
報
酬
改
定
D
X
の
一
つ
の
柱
で

あ
る
共
通
算
定
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
は
、
各

ベ
ン
ダ
が
共
通
の
も
の
と
し
て
活
用
で

き
る
、
診
療
報
酬
算
定
・
患
者
の
窓
口

負
担
金
計
算
を
行
う
た
め
の
電
子
計
算

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
こ
と
で
す
。
厚
生
労
働

省
と
し
て
は
、
年
度
内
を
目
途
に
対
応

方
針
を
検
討
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
支
払
基
金
が
資
産
と
し
て
保

図７●診療報酬改定DX（今後の対応案）

共
通
算
定
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
診
療
報
酬
改
定
Ｄ
Ｘ
）

　

医
療
D
X
に
つ
い
て
は
、
３
月
ま
で
に
政
府
の
工
程
表
が
決
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。
支
払
基
金
は
、
診
療
報
酬
改
定
D
X
で
算
定
要
件
チ
ェッ
ク
や
窓

口
負
担
の
計
算
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
共
通
算
定
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
開
発
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、
将
来
の
「
全
国
医
療
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
に
つ
な
が
る
医
療
機
関
間
で
の
電
子
カ
ル
テ
情
報
交
換
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（内閣官房　第１回医療DX推進本部幹事会（令和４年11月24日資料2））

医療DXとは、保健・医療・介護の各段階（疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診
断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など）に
おいて発生する情報やデータを、全体最適された基盤を通して、保健・医療や介護関係者の業務
やシステム、データの保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良
質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えることと定義できる。

医療DXとは

12月刊基金 February 2023



上
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

共
有
す
る
電
子
カ
ル
テ
情
報
は
、
ま

ず
は
「
３
文
書
（
診
療
情
報
提
供
書
、

退
院
時
サ
マ
リ
ー
、
健
診
結
果
報
告

書
）、
６
情
報
（
傷
病
名
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、

感
染
症
、
薬
剤
禁
忌
、
検
査
、
処
方
情

報
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
徐
々
に
拡

大
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

支
払
基
金
に
お
い
て
は
、
で
き
る
だ

け
早
期
に
電
子
カ
ル
テ
情
報
の
共
有
基

盤
の
シ
ス
テ
ム
開
発
に
着
手
で
き
る
よ

う
、
基
盤
構
築
に
係
る
シ
ス
テ
ム
要
件

定
義
等
に
向
け
た
準
備
を
開
始
し
た
と

こ
ろ
で
す
。（
図
８
）　

　

い
わ
ゆ
る
骨
太
の
方
針
２
０
２
２
に

お
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ

ス
テ
ム
の
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
し
、
全
国

の
医
療
機
関
で
電
子
カ
ル
テ
等
の
情
報

に
つ
い
て
共
有
・
交
換
す
る
仕
組
み
を

構
築
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
は
、
ベ
ン
ダ
の
異
な
る
電
子
カ

ル
テ
間
で
は
情
報
の
交
換
・
共
有
が
非

常
に
難
し
い
状
況
で
す
。
こ
の
状
況
を

改
善
す
る
た
め
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

連
携
が
非
常
に
容
易
な
「
H
L
7 

F
H
I
R
」
と
い
う
規
格
を
用
い
て
、

医
療
機
関
同
士
な
ど
で
デ
ー
タ
交
換
を

行
う
た
め
の
規
格
を
定
め
、
電
子
カ
ル

テ
情
報
の
交
換
・
共
有
を
可
能
に
す
る

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
救
急
医
療

や
災
害
の
現
場
、
さ
ら
に
通
常
診
療
に

お
い
て
も
、「
こ
の
患
者
は
こ
れ
ま
で
に

ど
う
い
っ
た
傷
病
に
つ
い
て
、
ど
う

い
っ
た
治
療
を
受
け
て
い
る
の
か
」
と

い
う
情
報
を
共
有
で
き
て
い
れ
ば
、
医

療
安
全
の
確
保
や
効
果
的
・
効
率
的
な

治
療
が
可
能
と
な
り
、
医
療
の
質
が
向

図８●医療DXも踏まえた電子カルテ情報を共有できる仕組みの実装方法（イメージ）

電
子
カ
ル
テ
情
報
を
確
認
で
き
る
仕
組
み

（厚生労働省　第５回健康・医療・介護情報利活用検討会　医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（令和４年11月28日）資料１ー１）
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医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け
は

　

小
学
生
の
頃
は
、
ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
に

乗
り
た
く
て
、
航
空
自
衛
隊
に
入
ろ
う
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
軍
国
少
年
で
も
戦
争

好
き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
だ

た
だ
ジ
ェ
ッ
ト
戦
闘
機
に
憧
れ
、
大
空

を
自
由
に
飛
び
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
昔
は
プ
ラ
モ
デ
ル
と
い
う
も
の
は
な

く
、
木
で
で
き
た
ソ
リ
ッ
ド
モ
デ
ル
と
い

う
も
の
で
飛
行
機
や
軍
艦
な
ど
を
一
生
懸

命
作
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
夢
を
ず
っ
と
抱
き
続
け
て
い
ま
し

た
が
、
高
校
生
ぐ
ら
い
に
な
る
と
や
は
り

現
実
的
で
は
な
い
な
と
感
じ
始
め
ま
し
た
。

私
は
歴
史
も
好
き
で
、
杉
田
玄
白
の
「
蘭

学
事
始
」
や
「
解
体
新
書
」
な
ど
を
読
ん

で
い
る
う
ち
に
、
学
問
に
対
す
る
情
熱
と

人
体
の
神
秘
性
に
強
く
心
惹
か
れ
る
よ
う

に
な
り
、
医
学
を
学
び
た
い
と
い
う
意
識

が
芽
生
え
始
め
た
こ
と
が
、
医
師
を
志
し

た
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

―
―
座
右
の
銘
を
教
え
て
く
だ
さ
い

　

現
在
の
座
右
の
銘
は
、「
不ふ

貪と
ん

、
不ふ

瞋じ
ん

、

不ふ

痴ち

」
で
す
。
仏
教
か
ら
き
た
言
葉
の
よ

う
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
く
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
言
葉
に
出
会
う
前
か
ら
、
自

分
自
身
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
た
こ
と
と
ピ
ッ
タ
リ
一
致
し
て

い
た
の
で
驚
き
ま
し
た
。
簡
単
に
説
明
す

る
と
「
不
貪
」
は
貪む
さ
ぼ
ら
な
い
こ
と
、「
不

瞋
」
は
怒
ら
な
い
こ
と
、「
不
痴
」
は
難
し

い
の
で
す
が
、〝
愚
か
で
な
い
心
〞
で
す
。

自
分
の
ダ
メ
な
と
こ
ろ
を
ズ
バ
リ
指
摘
さ

れ
た
よ
う
で
、
胸
に
刺
さ
り
ま
し
た
。

―
―
コ
ロ
ナ
禍
で
思
う
こ
と
は

　

医
療
機
関
は
コ
ロ
ナ
禍
で
多
大
な
影
響

を
被
り
、
元
来
発
熱
患
者
が
多
い
耳
鼻
咽

喉
科
は
特
に
大
き
な
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

日
々
の
受
診
者
数
は
極
端
に
減
少
し
、
な

か
な
か
回
復
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
近

よ
う
や
く
コ
ロ
ナ
前
に
復
し
た
感
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
医
業
経
営
は
か
な
り

厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

審
査
委
員
会
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な

影
響
が
生
じ
ま
し
た
。
審
査
委
員
の
方
々

が
自
分
の
担
当
分
だ
け
で
な
く
、
病
欠
に

な
ら
れ
た
方
の
分
ま
で
嫌
な
顔
一
つ
せ
ず

に
審
査
し
て
く
だ
さ
り
、
頭
が
下
が
る
思

い
で
し
た
。
そ
ん
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
懇
親
会
や
忘
年
懇
談
会
な
ど
で
慰
労

や
御
礼
を
す
る
こ
と
も
叶
わ
ず
、
誠
に
心

苦
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
い
へ
ん
不

作
法
な
が
ら
、
紙
面
を
借
り
ま
し
て
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

審
査
委
員
長
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
り
感
じ
た
こ
と
は

　

と
に
か
く
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ル
ー
ル
が
非
常
に
多
く
、
覚
え
て
も
す
ぐ

忘
れ
る
、
ま
た
審
査
取
決
事
項
な
ど
を
確

認
す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い

ま
し
た
。
い
っ
た
い
自
分
に
審
査
委
員
が

務
ま
る
の
か
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
一
人
前

に
な
れ
る
の
か
と
、
暗あ
ん

澹た
ん

た
る
思
い
に
駆

ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
先
輩
審
査

委
員
に
ご
指
導
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
何

と
か
こ
こ
ま
で
や
っ
て
き
た
と
い
う
の
が

率
直
な
感
想
で
す
。

審
査
の
本
質
は
、

医
師
に
よ
る
ピ
ア
・レ
ビ
ュ
ー

西
村 

秀
夫　
京
都
府
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

審査委員長に伺いました。
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し
か
し
、
個
々
の
レ
セ
プ
ト
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
た
背
景
を
持
っ
て
お
り
、
同
じ

よ
う
な
事
例
で
あ
っ
て
も
審
査
結
果
が
異

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
今
後
も
、
精
度

が
高
く
、
公
正
・
公
平
・
中
立
を
旨
と
し

た
審
査
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
医
療
機
関
や
保
険
者
の
方
々
に
は
宜

し
く
ご
理
解
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

―
―
今
後
の
医
療
保
険
制
度
の
あ
り
方
に

つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か

　

先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
国
は
膨
大

な
借
金
を
抱
え
て
お
り
、
医
療
費
削
減
の

圧
力
は
年
々
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
一
方
で
、
医
療
技
術
の
進
歩
は
留
ま
る

と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
超
高
額
な
薬
剤
や
医

療
材
料
が
次
々
保
険
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

重
い
病
気
を
抱
え
る
患
者
さ
ん
に
と
っ
て

は
大
き
な
福
音
で
す
が
、
小
さ
な
保
険
者

に
と
っ
て
は
戦
々
恐
々
で
す
。
こ
れ
ら
高

額
薬
剤
の
負
担
は
ほ
と
ん
ど
が
保
険
者
に

の
し
か
か
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

国
が
先
進
医
療
を
次
々
保
険
収
載
す
る

の
な
ら
、
保
険
者
に
か
か
る
多
大
な
負
担

を
軽
減
す
る
方
策
も
考
え
て
い
た
だ
か
な

く
て
は
、
国
民
皆
保
険
の
持
続
は
極
め
て

危
う
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

な
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
手
間
と
時
間
が

か
か
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
努
力
は
目
立

た
ず
、
あ
ま
り
評
価
さ
れ
な
い
部
分
で
す

が
、
国
や
国
民
、
保
険
者
、
医
療
機
関
な

ど
に
あ
ま
ね
く
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

―
―
支
払
基
金
の
職
員
と
の
関
係
、
連
携

や
職
員
に
望
む
こ
と
は

　

審
査
事
務
集
約
前
、
京
都
支
部
で
行
っ

て
い
た
審
査
研
究
会
で
の
再
審
査
査
定
事

例
の
分
析
な
ど
は
、
審
査
の
精
度
向
上
の

た
め
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な

プ
ロ
セ
ス
で
し
た
。
集
約
後
も
、
審
査
委

員
や
職
員
の
審
査
技
量
を
向
上
さ
せ
る
努

力
は
必
須
で
あ
り
、
職
員
の
皆
さ
ん
に
は

更
な
る
負
担
が
か
か
り
ま
す
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
、
本
部
か
ら
地
方

組
織
に
対
し
て
、
再
審
査
査
定
の
減
少
に

資
す
る
よ
う
な
参
考
事
例
を
毎
月
い
く
つ

か
提
供
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
非
常
に
効

率
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
医
療
機
関
や
保
険
者
へ
の
要
望
は

　

審
査
基
準
の
統
一
や
可
視
化
は
、
一
定

程
度
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
支
払
基
金
は

現
在
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
鋭
意
努
力
し

て
い
ま
す
。

―
―
審
査
委
員
長
と
し
て
心
に
留
め
て
い

る
こ
と
は

　

現
在
の
国
民
医
療
費
は
、
最
新
の
報
告

（
令
和
元
年
度
）
で
44
兆
円
を
超
え
て
い

ま
す
。
ま
た
国
の
借
金
も
１
２
０
０
兆
円

を
超
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
膨

大
な
国
家
債
務
は
、
決
し
て
医
療
費
増
加

が
主
た
る
原
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
医

療
費
の
使
わ
れ
方
に
国
民
の
厳
し
い
目
が

向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
わ

れ
わ
れ
に
は
、
国
民
の
負
託
に
応
え
、
厳

正
な
審
査
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

単
に
保
険
医
療
の
個
別
の
ル
ー
ル
を
ク

リ
ア
し
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は

な
く
、
同
じ
医
師
の
目
か
ら
見
て
、
適
正

な
レ
セ
プ
ト
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
丹
念
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
Ａ
Ｉ
の
導
入
後
は
、
医
療
機
関
の

傾
向
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
と
の
声
を
聞

き
ま
す
が
、
傾
向
診
療
等
に
よ
る
無
駄
な

医
療
費
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
審
査
の
本
質
は
医
師

（
審
査
委
員
）
に
よ
る
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
医
療
機

関
の
レ
セ
プ
ト
な
ど
の
詳
細
な
分
析
、
電

話
連
絡
、
文
書
連
絡
等
を
行
わ
な
け
れ
ば

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
趣
味
や
休
日
の
過
ご
し
方
は

　

趣
味
は
、
ゴ
ル
フ
、
旅
行
、
読
書
、
囲

碁
な
ど
で
す
が
、
公
務
や
雑
用
に
振
り
回

さ
れ
、
今
は
月
一
回
の
ゴ
ル
フ
と
読
書
ぐ

ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

　

ゴ
ル
フ
は
20
代
か
ら
始
め
ま
し
た
。
一

時
は
寝
食
を
忘
れ
て
（
？
）
取
り
組
み
、

競
技
ゴ
ル
フ
に
も
足
を
踏
み
入
れ
ま
し
た

が
、
現
在
は
フ
レ
イ
ル
予
防
と
ボ
ケ
防
止

が
主
眼
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
飲
酒
を
伴
う
会

合
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
残
念
な
面
も

あ
り
ま
す
が
、
体
は
少
し
楽
に
な
っ
た
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
健
康
の
た
め
、
普
段

か
ら
節
酒
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
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保険者からの再審査請求において
「原審どおり」となる事例の解説

ＤＰＣにおける乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤の算定について

【診断群分類点数表（留意事項通知）⑶診断群分類点数表等により算定される診療報酬】
（抜粋）

①　診断群分類点数表に含まれる費用　
ク　第２章第６部　注射の費用

②　①に掲げる点数の費用から除かれる費用　
サ　血友病等の患者に使用する遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺伝子組換え型血
液凝固第Ⅷ因子製剤、血液凝固第Ⅷ因子機能代替製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製
剤、乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複
合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加
活性化第Ⅶ因子製剤及び遺伝子組換えヒト von Willebrand 因子製剤に係る費用

【ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「タケダ」医薬品インタビューフォーム】
（抜粋）

一般名：乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体
Ⅰ．概要に関する項目
　Ⅰ－２製品の特徴及び有用性
 ・本剤は血液凝固第Ⅸ因子以外に、他のビタミンＫ依存性の血液凝固因子である第Ⅱ、第Ⅶ、
及び第Ⅹ因子を含有する「プロトロンビン複合体濃縮製剤（PCC）」である。

事 例

　本事例は、保険者からの再審査請求において「ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「タケダ」を
注射の項目で算定しています。診断群分類点数表には第６部注射の費用は含まれていますので、
算定できないのではないでしょうか」と申出があった事例です。
　療養に要する費用を診断群分類点数表に基づき算定する場合において包括対象となる費用は、
留意事項通知（令和４年３月18日付け厚生労働省通知保医発0318第２号）の「⑶ 診断群分類点
数表等により算定される診療報酬」に定められております。
　ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「タケダ」は、血液凝固第Ⅸ因子以外に他の凝固因子を含有
するプロトロンビン複合体濃縮製剤であり、薬価基準（令和４年３月４日付け厚生労働省告示第
57号）に示されている乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体に該当する医薬品であるため、上記留意事
項通知において包括対象となる費用から除かれる費用として示されている「乾燥人血液凝固第Ⅸ
因子製剤（活性化プロトロンビン複合体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）」
に該当します。
　このため、本事例は原審どおりとなりますので、再審査請求の申出を行う場合はご留意ください。
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保険者からの再審査申出内容

　ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「タケダ」を注射の項目で算定しています。診断群分類点数
表には、第６部注射の費用が含まれていますので、算定できないのではないでしょうか。

原審どおりとなる理由

　ＰＰＳＢ－ＨＴ静注用２００単位「タケダ」は、薬価基準において、一般名「乾燥人血液凝固
第Ⅸ因子複合体」として告示されている医薬品となります。
　血液凝固第Ⅸ因子複合体は、留意事項通知において診断群分類点数表に含まれる注射の費用か
ら除かれる費用として示されている「乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤（活性化プロトロンビン複合
体及び乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体を含む。）」に該当することから、当該医薬品の算
定は妥当であり、原審どおりとなります。

月刊基金 February 202317



参考【告示　令和４年３月４日付け厚生労働省告示第54号】（抜粋）

【審査情報提供事例（歯科）】（抜粋）
(公表日：平成23年9月26日)

〔歯科〕う蝕歯即時充填形成の算定について事 例

　本事例は、保険者からの再審査請求において「６か月以内に同一部位にう蝕歯即時充填形成の
算定はいかがでしょうか。」と申出があった事例です。
　審査情報提供事例（歯科）において、「原則として、再度初診となった場合、前回充填した同
一部位に対し、６か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定を認める。」と取扱いを示してお
ります。
　申出の事例については、再度の初診料が算定されていることから、原則として原審どおりとな
りますので、再審査請求の申出を行う場合はご留意ください。

９　う蝕歯即時充填形成

○取扱い
　原則として、再度初診となった場合、前回充填した同一部位に対し、６か月以内の再度のう蝕
歯即時充填形成の算定を認める。

○取扱いを定めた理由
　再初診の算定要件を満たす場合には、新たな疾患が生じ受診したものと考えられることから、
同一部位へのう蝕歯即時充填形成は歯科医学的にあり得ると考えられる。

○留意事項
　再初診の算定要件に留意するとともに、６か月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定が傾向
的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。

別表第二
　歯科診療報酬点数表
　　第2章　特掲診療料
　　　第12部　歯冠修復及び欠損補綴
　　　　第1節　歯冠修復及び欠損補綴料
　　　　　M001-2　う蝕歯即時充填形成（１歯につき）　128点

注1　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により無痛的にう蝕歯即時充填
形成を行った場合は、う蝕歯無痛的窩洞形成加算として、40点を所定点数に加算
する。

注2　麻酔、歯髄保護処置、特定薬剤、窩洞形成等の費用は、所定点数に含まれる。
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保険者からの再審査申出内容
　６か月以内に同一部位にう蝕歯即時充填形成の算定はいかがでしょうか。

参考レセプト
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　月刊基金令和５年１月号では、令和４年度診療報酬改定に伴い、選択式記載コード注1が記録されてい

ないことにより、受付・事務点検ＡＳＰチェック注2によるエラーが発生している主な事例として医科に

関するものをご紹介しました。
注1　選択式記載に対応したコメントとして設定されているレセプト電算処理システム用コード

注2　オンライン請求を行う保険医療機関及び保険薬局が、審査支払機関の事務点検プログラムを利用して、事前に

記載事項等の不備を確認できる機能

　今号では、歯科の事例に着目し、令和４年度診療報酬改定に伴い、選択式記載コードが記録されてい

ないことにより、受付・事務点検ＡＳＰチェックによるエラーが発生している主な事例（歯科）（令和４

年11月診療分の電子レセプト請求から抽出）として、【支台築造（ファイバーポストを用いた場合）】の

記載事項に係る事例をご紹介します。

　保険医療機関の電子レセプト請求において、令和４年10月診療分以降、請求された診療行為等に対応
した選択式記載コードが記録されていない場合（フリーコメントコードによる記載を含む）は、記載要
領通知注3に係る不備により、原則として、保険医療機関へ「返戻」となります（受付・事務点検ＡＳＰ
チェックによるエラー対象となります）のでご注意ください。
注3　令和４年10月診療分以降、同年９月28日付け厚生労働省通知保医発0928第１号（改正前：同年３月25日付け同

省通知保医発0325第１号）

　なお、おかげさまで保険医療機関（歯科）及びシステムベンダーの皆さまのご協力により、令和４年
11月診療分の請求における受付・事務点検ＡＳＰチェックによるエラー対象レセプト数（歯科）は、同
年10月診療分の請求に比べて減少しているところです。
　引き続き、適正なレセプト提出へのご協力をよろしくお願いします。

令和４年度診療報酬改定に伴う
記載事項に係るお知らせ 【電子レセプト】  

【支台築造（ファイバーポストを用いた場合）】
　電子レセプトによる請求を行う場合、記載要領通知別表Ⅰ中のレセプト電算処理システム用コー
ドから選択の上、歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位、ファイバーポストの使用本数を部
位毎にそれぞれ記録します。

【該当のレセプト電算処理システム用コードを用いた場合の表示】
　ファイバーポスト部位；＊＊＊＊＊＊

【記載要領通知　令和４年９月 28日付け厚生労働省通知保医発 0928 第１号】
　別表Ⅰ　診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（歯科）＜一部抜粋＞

項番 区分 診療行為
名称等 記  載  事  項 レセプト電算処理

システム用コード
左記コードによる
レセプト表示文言

令和４年
4 月 1 日

適用

121 M002 支台築造

（ファイバーポストを用いた場合）
歯冠修復及び欠損補綴の「その他」欄に部位、ファイバーポス
トの使用本数を部位毎にそれぞれ記載すること。

830100617
ファイバーポスト

部位；＊＊＊＊＊＊ ※

DM110
(313029520)

ファイバーポスト
＊＊＊＊＊＊本

※

（略）

歯科
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　支台築造（ファイバーポストを用いた場合）を算定しており、該当の選択式記載コード（レセプ
ト電算処理システム用コード：830100617）の記録がない場合（フリーコメントコード（810000001）
により記載している場合も含む）、下表のエラーが発生します。

【受付・事務点検ASP結果リスト】

患者氏名
生年月日 エラーコード エラー又は確認事項 診療識別 事項名

○○　○○
昭和 56.10.10 4411

選択式コメント（記載要領別表 1「レセプト電算処理システ
ム用コード」欄のコメントコード等）の記録が必要な適用コー
ドが記載されていますが、対応するコメントコード等が記録
されていません。

64 ファイバーポスト部位
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おたずねに
答えて

例年、確定申告の時期に支払基金に多く寄せられる「支払調書」に関する問い合わせを紹介します。

AQ
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について―医療機関等の方へ―

Q2 支払調書の「支払金額」と当座口振込通知書の「振込額」12か月分
の合計金額が一致しないのはなぜですか。

A2

　支払調書は、毎年２月の支払完了後の２月25日頃に送付します。
　また、支払調書は毎月の当座口振込通知書を基に作成しており、１月診療分から
12月診療分、つまり３月支払分から２月支払分までの１年分の合計で作成していま
す。

Q1
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（以下「支払調書」という）
の医療機関等への発送予定日はいつ頃になりますか。
また、支払調書は何を基に作成されていますか。

A1

その他、支払調書の見方やＱ＆Ａを支払基金ホームページに掲載していますので、
ご活用ください。
トップページ → 診療報酬の請求支払 → 当座口振込通知書・支払調書 → 支払調書

　原則、支払調書の「支払金額」は、当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」
欄の12か月の合計金額と一致しますので、次の点を確認したうえで、一致しな
い場合は保険医療機関等の所在する都道府県の審査委員会事務局（審査事務セン
ター併設の場合は審査事務センター）へお問合せください。
●支払調書の「支払金額」は源泉徴収額を含みます。
●当座口振込通知書の「差引振込額」は、源泉徴収額を控除した金額です。
●支払調書の「支払金額」は「特定健診・特定保健指導費」、「出産育児一時金
等」及び「電子証明書発行・更新料」に係る金額を除く金額です。

支払調書の「支払金額」＝当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」欄の
  12か月の合計金額（１月診療（３月支払）分～ 12月診療（２月支払）分）
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　報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（以下「支払調書」という。）は、当座口振込通知書の「診
療報酬支払確定額」等の１年分の総点数・総額を表示しています。
　なお、「１年分」については、１月診療分〜 12月診療分になります。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書〈医療機関等の方へ〉
帳票の見方

表示内容

Ⓐ「区分」欄
医科、歯科、調剤、訪問別を表示しています。
Ⓑ「支払金額」欄
当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」欄の1年分（1月診療分〜12月診療分を合算した額）（以下「総金額」という）の総額を表
示しています。
Ⓒ「源泉徴収税額」欄
当座口振込通知書の「源泉徴収税額」の欄の1年分を表示しています。
Ⓓ摘要の「内本人分」欄
当座口振込通知書の「医保本人」欄の1年分を表示しています。
Ⓔ摘要の「内家族分」欄
当座口振込通知書の「医保家族」欄の1年分を表示しています。
Ⓕ摘要の「内老人保健分」欄
当座口振込通知書の「老人保健」欄の1年分を表示しています。
Ⓖ摘要の「内食事・生活療養費」欄
左側は、当座口振込通知書の「食事・生活療養」欄上段の食事・生活基準額（医療保険及び老人保健に係る金額）の1年分を表示し
ています。右側は、当座口振込通知書の「食事・生活療養」欄下段の食事・生活支給額（「食事・生活基準額」から「標準負担額」を
控除した金額）の1年分を表示しています。

●支払調書には、特定健診・特定保健指導費及び出産育児一時金等の支払金額は含まれていません。

A B C

D

E

F

G
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照会先はこちらです！

保険者・公費負担医療実施機関の皆さまへ

再審査相談窓口
（審査事務センター・分室）

審査委員会事務局

再審査請求方法や請求関係帳票又は再審査申出等全般に関する照会
審査委員会事務局
保険者等照会連絡先をご活用ください

（掲載場所は下部をご覧ください）

再審査に関する審査結果についての相談・照会

再審査結果等に関する保険者等の懇談（打合せ）及び連絡調整

※審査事務センター・分室の再審査相談窓口担当者と審査委員会事務局が
連携を図り、審査委員会事務局が対応します。

再審査相談窓口
（審査事務センター・分室）

支払基金 HP に掲載しています。
トップページ → 相談窓口のご案内 → 
再審査相談窓口

支払基金と
打合せをしたい

帳票の見方が
わからない…

再審査の結果に
ついて相談したい

再審査請求の
方法を知りたい

照会内容 照会先

　再審査請求方法や請求関係帳票又は再審査申出等全般に関する照
会先の電話番号等をご確認いただけますので、ご活用ください。

　支払基金HPトップページ 
　→ 都道府県情報 → ●●県 → 保険者等照会連絡先

支払基金ホームページの都道府県情報ページに保険者等照会連絡先を掲載しています。

支払基金では、担当者自らが説明責任を果たすダイレクト・レスポンスの取組を実施しています。

※日本地図の都道府県名をクリックいただくと、
各都道府県の情報ページへ移動します
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

オンライン資格確認システムの導入状況

12月  1日 令和４年９月診療分の確定件数は対前年同月伸び率で11.7%増加 ～確定金額は4.8%増加～
12月19日 理事長に神田裕二氏が再任
12月21日 12月定例記者会見を開催
12月28日 令和５年度より審査支払手数料の階層化を実現　平均手数料は、1.60円引き下げの58.30円／件に

12月理事会は12月19日に開催され、議題は次のとおりでした。

支払基金の人事異動

新職名	 	 前職名	
本　部　審査統括部歯科専門役	 宮原　勇治 厚生労働省保険局歯科医療管理官

●令和5年1月1日付

新職名	 	 前職名	
本　部　情報化企画部長　	 清	水　		享 厚生労働省大臣官房人事課長補佐

●令和5年1月10日付

辞　職	 	 前職名	
　	 和田　康志 本　部　審査統括部歯科専門役

●令和4年12月31日付

議　題
　１　公益代表役員選任の認可

　２　議事
　　⑴　電子処方箋管理サービスの運用開始に

伴う支払基金定款の一部変更等（案）
　　⑵　令和４事業年度社会保険診療報酬支払

基金事業計画及び保健医療情報会計収
入支出予算変更（案）

　　⑶　令和４事業年度認可事業特別会計予算、
事業計画及び資金計画変更（案）

　３　報告事項
　　大規模修繕計画

　４　定例報告
　　⑴　令和４年10月審査分の審査状況
　　⑵　令和４年11月審査分の特別審査委員会

審査状況
　　⑶　令和４年10月及び11月理事会議事録の公表
　 　５　その他
　　令和４年度給与改定関係

出典：厚生労働省HPより



社会保険診療報酬支払基金 本部 経営企画部 企画広報課
TEL：03-3591-7441　9時〜 17時30分（土、日、祝日、年末年始を除く）

メールアドレスの登録は次のいずれかの方法によりお願いします。
登録方法は、支払基金ホームページでもご案内しています。
支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）トップページ→広報誌・メルマガ→「支払基金メールマガジン」のご案内

保険者等
（保険者団体を含む）へ

配信している情報
　レセプトデータおよび請求
関係帳票データがオンライン
請求システムからダウンロー
ド可能になったという情報

空メールによる登録方法 Web上の登録ページからの登録方法 
メールの宛先を右の２次元バーコードから読
み込み、空メールを送信します。
または、宛先欄に次のアドレスを直接入力し、
空メールを送信します。
空メールの送信先：toroku@mail.ssk.or.jp

アクセス先を右の２次元バーコードから読み
込み、ブラウザよりWebページにアクセス
し、登録するメールアドレスを入力します。
返信メールに記載されている登録フォームへ
アクセスし、必要な項目をご入力ください。

医療機関等
（診療担当者団体を含む）へ

配信している情報
　返戻レセプトデータ、増減点
連絡書データおよび振込額明細
データ等がオンライン請求シス
テムからダウンロード可能にな
ったという情報

　ドメイン指定受信等を設定されている場
合、返信メールが届かない場合がありま
す。

「ssk@mail.ssk.or.jp」からのメールを受信できる
ように設定する必要があります。

　配信されているメールに掲載されている 
「登録内容の変更」でメールアドレスの
変更はできません。

お手数ですが、現在登録しているアドレスを配信
停止手続き後に、変更後のアドレスを新規登録願
います。　

　メールマガジンに掲載のリンク先は、支
払基金ホームページ（https://www.ssk.
or.jp/）へ移行するよう設定しているた

め安全です。
（※診療報酬情報提供サービスについては、厚生労働省が運用するホー
ムページ（http://shinryohoshu.mhlw.go.jp/）をご案内しています。）

　登録された情報は厳正に管理し、IP制限
や、二要素認証機能などのアクセス制御
機能を付加することにより、不正アクセ

スを遮断し、情報漏えいのリスクから守っていま
す。　

保険者・医療機関等共通の配信情報
①オンライン請求システム等に障害が発生
した場合の緊急連絡

②電子レセプトの記録条件仕様、レセ電の
基本マスターおよび電子点数表が更新さ
れたという情報
③厚生労働省から連絡文書（疑義解釈、保
険適用等）が発出されたという情報

登録方法

Q&A（よくあるお問い合わせ）

支払基金メールマガジンに
関するお問い合わせ先

支払基金メールマガジンでは以下の情報をインターネットメールで提供しています。

A1

A3

A2

A4

支払基金

支払基金メールマガジンのご案内 もう登録は
お済みですか？

Q2
登録しているメールアドレスを
変更できますか。

Q4
メールマガジンに掲載してある
リンク先は安全ですか。Q3

登録するメールアドレス等の
情報漏えいが心配です。

Q1
登録メールを
送信したのですが、
返信メールが届きません。

月刊基金2023年2月 定  価 250 円
（税・送料込）
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